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現　状　�
１　糖尿病の疾病特性
　○　糖尿病は、インスリン作用の不足による慢性の高血糖状態を主な特徴とする代謝疾

患群です。

　○　糖尿病は、インスリンを合成・分泌する細胞の破壊・消失によるインスリン作用不
足を主要因とする「１型糖尿病」と、インスリン分泌低下・抵抗性等をきたす遺伝因
子に、過食、運動不足、肥満などの環境因子及び加齢が加わり発症する「２型糖尿病」
に大別されます。

　○　インスリン作用の不足により高血糖が起こると、口渇、多飲、多尿、体重減少等の
症状がみられ、高血糖が持続することにより合併症（糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、
糖尿病神経障害、脳卒中、急性心筋梗塞等）を発症します。

　○　糖尿病合併症には、著しい高血糖によって起こる急性合併症と、長年にわたる慢性
の高血糖の結果起こる慢性合併症があります。

　○　糖尿病には根治的な治療方法がないものの、血糖コントロールを適切に行うことに
より、合併症の発症を予防することが可能です。

　○　糖尿病患者は生涯を通じての治療継続が必要となるため、発症後、患者自身による
生活習慣の改善に加えて、内科、眼科、歯科等の各診療科が、糖尿病の知識を有する
薬剤師、看護師、管理栄養士等と連携して実施する継続的な医療サービスの提供が重
要です。

○ 　糖尿病・メタボリックシンドロームの予防に関する都民の理解促進を図るととも

に、重症化及び合併症予防のために治療が長期にわたることから、予防から治療ま

での一貫した糖尿病対策を推進し、都民の誰もが身近な地域で症状に応じた適切な

治療を受けることができる医療提供体制を構築します。

○ 　糖尿病に関する正しい知識、治療継続の重要性及び糖尿病医療連携等、糖尿病に

関する普及啓発を促進します。

○ 　区市町村や事業者・医療保険者が行う発症予防や重症化予防に取り組みやすい環

境整備を支援し、糖尿病による合併症を発症する人の割合を減らしていきます。

○ 　登録医療機関制度を活用し、患者の早期発見、生活習慣の改善指導も含めた地域

で実効性ある糖尿病医療連携体制を構築します。

○ 　医師、歯科医師、薬剤師、看護師、管理栄養士など糖尿病に関わる医療従事者の

情報の共有化やサポート体制を構築します。
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２　糖尿病有病者・予備群の状況
　○　平成 26年の「患者調査」によると、都における糖尿病患者数は、約 32万４千人です。

　○　都の糖尿病有病者の割合を見ると、平成 25年から 27年までは、男性 20.3％、女
性11.8％となっており、平成22年から24年までと比較すると、男性は1.9ポイント、
女性は 3.3 ポイント高くなっています。

　　　糖尿病予備群の割合を見ると、平成 25 年から 27 年までは、男性 11.0％、女性
14.7％となっており、平成 22年から 24年までと比較すると、男性は 0.3 ポイント、
女性は 0.7 ポイント低くなっています。

　○　平成 27 年度の糖尿病による失明発症率は、人口 10 万人対 1.41 人で前年度比
0.02 ポイント増、平成 27年の糖尿病腎症による新規透析導入率は、人口 10万人対
10.69 人で前年比 0.76 ポイント減となっています。
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３　糖尿病・メタボリックシンドロームと生活習慣病の予防
　○　糖尿病を予防するためには、食生活や運動に関する望ましい生活習慣について理解

し、実践することが必要です。

　○　糖尿病は、初期には自覚症状が乏しく、未治療や治療中断者が半数を占めています。
風邪、歯周疾患などの受診をきっかけに、糖尿病が発見されることもあります。

　　　糖尿病になり血糖値が高い状態が持続すると、心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まる
ほか、糖尿病腎症による透析、糖尿病網膜症による失明、血管障害、末梢神経障害・
壊疽など深刻な合併症につながるおそれがあります。

　○　メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）は、内臓に脂肪が蓄積した肥満（内
臓脂肪型肥満）に、高血糖、高血圧、脂質異常のうちいずれか二つが重複した状態を
いい、放置すると、糖尿病の発症や重症化を引き起こす可能性が高いとされています。

４　特定健康診査・特定保健指導の実施
　○　メタボリックシンドローム予備群・該当者を早期に把握し、生活習慣病のリスクが

ある人に対して、保健指導により疾病の発症予防を目指すため、高齢者の医療の確保
に関する法律（昭和 57年法律第 80号）に基づき、40歳から 74歳までの人を対象
とした特定健康診査・特定保健指導の実施が平成 20年度から医療保険者に義務づけ
られています。

　　　平成 27年度の都内の区市町村国民健康保険の実施率は、特定健康診査が 44.9％、
特定保健指導が 15.7％です。

　　　また、平成 26年度から 27年度のメタボリックシンドローム該当者の減少率 1 は
23.3％、予備群の減少率 2は 23.1％となっています。

　○　平成 27年度の東京都全体の特定健康診査受診率は 63.4％、特定保健指導実施率は
14.8％となっています。

　○　都のメタボリックシンドローム該当者の割合を見ると、平成25年から27年までは、
男性 28.8％、女性 5.5％となっており、平成 22年から 24年までと比較すると、男
性は６．６ポイント、女性は６．２ポイント低くなっています。

　　　メタボリックシンドローム予備群の割合を見ると、平成 25 年から 27 年までは、
男性 25.6％、女性 7.7％となっており、平成 22年から 24年までと比較すると、男
性は 3.8 ポイント、女性は 1.4 ポイント高くなっています。

１   メタボリックシンドローム該当者の減少率：昨年度のメタボリックシンドローム該当者の数（人）のうち、

今年度のメタボリックシンドローム該当者・予備群ではなくなった者の割合（％）
２   メタボリックシンドローム予備群の減少率：昨年度のメタボリックシンドローム予備群の数（人）のうち、

今年度のメタボリックシンドローム該当者・予備群ではなくなった者の割合（％）
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これまでの取組　�
　○　糖尿病・メタボリックシンドローム予防については、区市町村や、事業者・医療保
険者が取組主体となって、生活習慣改善に関する普及啓発や健診事業等を行っていま
す。

　　　また、都では、糖尿病医療連携について、都内全域で統一的に定める事項や、広域
的に対応する事項を協議するため、平成 21年３月に「東京都糖尿病医療連携協議会」
（以下「協議会」という。）」を設置するとともに、二次保健医療圏を単位とし、地域
において検討すべき事項を取り扱うため「糖尿病医療連携圏域別検討会（以下「圏域
別検討会」という。）」を設置し、取組を進めています。
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１　糖尿病・メタボリックシンドロームの予防
　○　都民一人ひとりが望ましい生活習慣を継続して実践し、糖尿病をはじめとする生活

習慣病の発症・重症化予防を図るため、区市町村や民間団体等と連携し、都民自らが
負担感のない生活習慣の改善を実践できるよう、普及啓発及び環境整備に取り組んで
います。

　○　区市町村や医療保険者等において健康づくりの企画や指導的な役割を担うことが期
待される人材を対象に、健康づくりの施策や栄養・運動・休養等に関する知識・技術
を普及する研修を実施しています。

　　　また、区市町村が実施する糖尿病・メタボリックシンドローム予防対策事業に対す
る財政的支援を行っています。

　○　日常生活の中で多くの時間を過ごす職場における健康づくりを推進するため、事業
者団体と連携し、主に中小企業に対する普及啓発、活動支援に取り組んでいます。

２　糖尿病医療連携の推進
　○　協議会において、糖尿病医療連携体制の構築、指標の設定・検証を進めてきました。
また、圏域別検討会において、地域の糖尿病医療連携の推進等に努めてきました。

　○　日本糖尿病療養指導士認定機構及び各地域のＮＰＯ法人等においては、高度で幅広
い専門知識を持ち、患者の糖尿病セルフケアを支援する医療スタッフを糖尿病療養指
導士として認定しています。

　　　また、東京都医師会では、糖尿病診療の最新情報を基礎から学び直し、糖尿病対策
における地域連携及び特定健康診査・特定保健指導に役立てるため、糖尿病予防推進
医講習会を開催し、健診事業に携わる地域のかかりつけ医を東京都医師会糖尿病予防
推進医として養成しています。

３　糖尿病地域連携に係る取組
　○　糖尿病は、重症化及び合併症予防のために治療が長期にわたることから、予防から

治療までの一貫した糖尿病対策を推進し、都民の誰もが身近な地域で症状に応じた適
切な治療を受けることができる医療提供体制を構築する必要があります。そのため、
都では以下の取組を実施してきました。

（１）糖尿病治療に係る医療資源の情報把握
　○　都の医療機関案内サービス“ひまわり”には、糖尿病に関連する項目が掲載されて
います（39項目）。これらの項目をさらに「外来診療」、「入院治療」及び「患者教育」
など９つに分類し、それぞれの医療機関で提供されている診療内容が都民に分かりや
すく検索できるようにしています。

　　　また、都の糖尿病医療連携のプロセス指標としている「外来診療」や「患者教育」
を実施している医療機関及び「糖尿病の地域連携クリティカルパス」を導入している
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医療機関数など、糖尿病医療連携に資するデータの集計による、都全体又は地域ごと
の医療資源の把握を可能としています。

（２）糖尿病医療連携に資する連携ツールの活用
　○　都内における糖尿病医療連携の取組を推進するため、協議会において、すでに多く

の地域で運用されていた既存のツールを参考に、「東京都糖尿病医療連携ツール」を
作成し、活用しています。

「東京都糖尿病医療連携ツール」

（http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iryo/iryo_hoken/tounyoutorikumi/tool.html）

①医療機関リスト（東京都医療機関案内サービス“ひまわり”から出力）

② （標準的な）診療ガイド（「糖尿病治療のエッセンス」（日本糖尿病対策推進会議）

の活用）

③医療連携の紹介・逆紹介のポイント（※上記ＵＲＬ参照）

④診療情報提供書の標準様式（※上記ＵＲＬ参照）

（３）「糖尿病地域連携の登録医療機関」制度の運用
　○　糖尿病医療連携ツール等の活用を促し、地域の糖尿病医療連携体制を確立するため、
「糖尿病地域連携の登録医療機関」制度を構築しています。本制度は、地域において
糖尿病治療等を行う医療機関が、「かかりつけ医」、「専門医」、「かかりつけ眼科医・
歯科医等」のいずれか又は複数の立場で、糖尿病医療連携ツール等を活用した医療連
携に参画するものです。

　　　多くの医療機関が同じ治療方針の下、患者の症状に応じた適切な医療連携（紹介―
逆紹介（返送））を行うことが可能となり、都民の誰もが身近な地域で最適な医療を
受けられ、重症化及び合併症を予防できます。

　○　糖尿病の予防・治療に当たっては、適切な食習慣や適度な運動習慣など生活習慣の
改善が不可欠であり、身近な医療提供施設の果たす役割が重要です。一方、都民には、
依然として大病院・専門医志向があることから、糖尿病医療連携の仕組みの理解を促
進するため、都民向けに普及啓発を図る必要があります。

　
　○　圏域別検討会により、また、東京都医師会等の医療関係団体との連携により、市民
公開講座や医療従事者研修会等を開催し、地域の住民及び医療従事者に対する糖尿病
に関する普及啓発を行っています。
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（４）評価検証の取組
　○　糖尿病医療連携の取組を絶えず見直し、レベルアップできるよう、都独自の指標を

作成し、評価・検証に用いています。
　　　まず、国の指針に示されている指標例のうち、今後、継続してデータの収集が可能
な指標を「アウトカム指標」として定めています。

　　　また、主として診療所における糖尿病医療連携の広がりを把握するための指標とし
て、「連携に必要な基盤をあらわすもの」、「連携の進捗状況をあらわすもの」の２つ
に分けて「プロセス指標」を定めています。

課題と取組の方向性　�
＜課題１＞糖尿病・メタボリックシンドロームに関する普及啓発

　○　多くの都民が糖尿病の有病者・予備群、メタボリックシンドロームの該当者となっ
ていることから、発症・重症化予防に向け、引き続き都民の意識醸成を図っていく必
要があります。

　○　医療連携ツールや「糖尿病地域連携の登録医療機関」等の都で行っている地域医療
連携の取組等について、都民や患者に理解を促進する必要があります。

（取組１）糖尿病・メタボリックシンドロームに関するより効果的な普及啓発の実施

 [ 基本目標 Ⅲ ]

○　糖尿病やメタボリックシンドロームにならないための、負担感のない生活習慣改善
の工夫（一次予防）、定期的な健診受診や必要に応じ早期に医療機関を受診し、治療
を継続することの重要性（二次予防）、糖尿病の重症化予防（三次予防）について、
都民の理解を一層深めていくため、様々な広報媒体を活用し、引き続き、普及を図っ
ていきます。

○　各圏域別検討会で実施している都民向け講演会等を引き続き実施し、糖尿病に関す
る正しい知識、治療継続の重要性及び糖尿病医療連携等について、普及啓発を推進し
ます。

＜課題２＞糖尿病の発症・重症化予防

　○　多くの都民が糖尿病の有病者・予備群となっており、深刻な合併症の発症者も一定
程度いることなどから、発症・重症化予防に向けた区市町村や事業者等の取組を、引
き続き支援していく必要があります。

　○　メタボリックシンドロームを早期に発見し、改善を図るため、特定健康診査・特定
保健指導の実施率を高めていく必要があります。

　○　重症化予防に取り組む区市町村等の数を増やし、医療機関未受診者に対する受診勧
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奨や、重症化リスクのある対象者への個別指導の取組を広げていく必要があります。

（取組２）糖尿病の発症・重症化予防に向けた取組の促進  [ 基本目標 Ⅲ ]

○　区市町村や事業者等における糖尿病の発症予防、早期発見、重症化予防のための取
組を支援していきます。

○　都が策定する「糖尿病性腎症重症化予防プログラム」に沿って、区市町村国民健康
保険と地区医師会・かかりつけ医等との連携強化を図るとともに、糖尿病対策に係る
会議等において情報提供や共有等を行い、区市町村国民健康保険による効果的な取組
を推進していきます。

＜課題３＞予防から治療までの医療連携

　○　糖尿病は、健診等で発症リスクのあることが分かっているにもかかわらず、未受診
であったり、受診をしても自ら治療を中断してしまい、重症化や合併症が発症してか
ら受診に至る例も見受けられます。このため、発症予防、早期の受診・治療、治療の
継続に向けて、区市町村や医療保険者と医療機関との連携が重要になっています。

（取組３）予防から治療までの医療連携の強化 [ 基本目標 Ⅱ ]

○　予防、健診、保健指導を行う区市町村や医療保険者と医療機関との連携を強化しま
す。

○　予防から初期・安定期治療、専門治療、急性増悪時治療、慢性合併症治療等の各医
療機能を切れ目なく提供できる体制を確立するため、「かかりつけ医」、「専門医」及
び「かかりつけ眼科医・歯科医等」の相互連携による ｢糖尿病地域連携の登録医療機
関｣ の取組を推進します。

○　医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、理学療法士、臨床検査技師、管理栄養
士など、糖尿病医療に関わる多様な職種の医療連携を推進します。
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＜課題４＞地域連携に係る実効性のある取組

　○　「東京都糖尿病医療連携ツール」や評価検証指標等により、地域医療連携の取組を
進めており、「糖尿病地域連携の登録医療機関」への参画が増えていますが、未だ連
携に参画していない医療機関があります。都内の地域連携を更に充実させるため、医
療機関に対し糖尿病の地域医療連携に参加するよう促す必要があります。

　○　慢性合併症の専門治療などでは広域的な医療連携が必要であり、二次保健医療圏ご
との圏域別検討会において医療連携の取組を進めていますが、その取組・連携実績等
には圏域ごとに差があることから、全ての圏域において実効性のある取組が行われる
よう、圏域ごとの取組を充実させていく必要があります。

（取組４）糖尿病地域連携体制の強化 [ 基本目標 Ⅱ ]

○　「糖尿病地域連携の登録医療機関」の登録数が増えるよう、広域的な普及啓発に努
めるとともに、各圏域でも普及啓発を積極的に行うよう働きかけることで、糖尿病医
療連携に積極的な医療機関を確保し、都民の誰もが身近な地域で医療を受けられる体
制を強化します。
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○　広域的な医療連携を図るために二次保健医療圏ごとの医療連携の充実に取り組みま
す。登録医療機関からの紹介・逆紹介の数などの実績報告をもとに、協議会及び圏域
別検討会において評価・検証を行い、医療連携体制の充実を図ります。

○　「糖尿病地域連携の登録医療機関」に登録した医療機関相互で、診療情報や方針の
共有化など実効性のある地域連携が図れるよう、都が作成した医療連携ツールの積極
的な活用を促します。
　　また、その活用を通して、医療連携ツールの有効性について把握・検証し、必要に
応じて見直しを行います。

○　糖尿病に関わる多様な職種を対象とした研修会や連絡会を各圏域別検討会において
開催することで、都における糖尿病医療連携体制や、職種相互の役割への理解を促進
します。
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事業推進区域　�
○　専門的医療・合併症医療：広域な区域（複数の区市町村、生活圏、二次保健医療圏等）
○　予防、初期・安定期治療：区市町村

評価指標　�

取組 指標名 現状 目標値

共通 “生活習慣の改善”の指標参照《再掲》

取組２

特定健康診査実施率
　①区市町村国民健康保険実施分
　②東京都全体
特定保健指導実施率
　①区市町村国民健康保険実施分
　②東京都全体

① 44.9％
② 63.4％

① 15.7％
② 14.8％

増やす
東京都全体
特定健康診査
実施率70％
特定保健指導
実施率45％

取組１、取組２、
取組３、取組４

糖尿病による失明発症率
（人口 10万対）

1.41 人 減らす

取組１、取組２、
取組３、取組４

糖尿病による新規透析導入率
（人口 10万対）

10.69 人 減らす

取組 1、取組２、
取組３、取組４

糖尿病による新規人工透析導入患
者数

1,445 人 減らす

取組４
糖尿病地域連携の登録医療機関の
医療機関数

診療所　162 施設
病院　　1,969 施設
歯科診療1,437 施設
（平成29年 10月現在）

増やす
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（４）糖尿病の医療体制構築に係る現状把握のための指標（国指針）

【ストラクチャー指標】

整理
番号

指標名 調査名等
調査年 

( 調査周期 )
集計単位 東京都

二次保健医療圏

区中央部 区南部 区西南部 区西部 区西北部 区東北部 区東部 西多摩 南多摩
北多摩 
西部

北多摩 
南部

北多摩 
北部

島しょ

1 特定健診受診率 国民生活基礎調査
平成 25 年 
（3 年毎）

都道府県 62.1

【プロセス指標】

整理
番号

指標名 調査名等
調査年 

( 調査周期 )
集計単位 東京都

二次保健医療圏

区中央部 区南部 区西南部 区西部 区西北部 区東北部 区東部 西多摩 南多摩
北多摩 
西部

北多摩 
南部

北多摩 
北部

島しょ

2

糖尿病性腎症に対する人工透析実施件数
（医療機関数）

NDB
平成 27 年 
（毎年）

二次医療圏

462 52 40 43 42 64 54 39 11 42 22 31 17 5

糖尿病性腎症に対する人工透析実施件数
（算定回数）

1,901,149 145,615 143,719 166,398 159,815 274,789 267,035 205,058 56,904 173,535 100,014 118,798 84,585 4,884 

糖尿病性腎症に対する人工透析実施件数
（レセプト件数）

164,551 13,819 12,636 14,305 14,177 23,663 22,894 17,323 4,737 14,748 8,396 10,257 7,174 422 

3

糖尿病足病変に対する管理（医療機関数）

NDB
平成 27 年 
（毎年）

二次医療圏

163.0 24 15 19 15 12 14 15 4 18 8 11 8 0

糖尿病足病変に対する管理（算定回数） 21,560 4,358 1,603 1,527 2,407 2,260 1,628 2,169 402 1,776 782 1,009 1,639 0 

糖尿病足病変に対する管理（レセプト件数） 21,560 4,358 1,603 1,527 2,407 2,260 1,628 2,169 402 1,776 782 1,009 1,639 0 

※　ＮＤＢは総レセプト数が 10 未満は空白であるため各圏域の合計数とは一致しない場合がある。
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整理
番号

指標名 調査名等
調査年 

( 調査周期 )
集計単位 東京都

二次保健医療圏

区中央部 区南部 区西南部 区西部 区西北部 区東北部 区東部 西多摩 南多摩
北多摩 
西部

北多摩 
南部

北多摩 
北部

島しょ

4

糖尿病網膜症手術件数（医療機関数）

ＮＤＢ
平成 27 年 
（毎年）

二次医療圏

489 64 44 43 43 67 59 49 10 38 23 23 26 *

糖尿病網膜症手術件数（算定回数） 12,915 2,714 954 845 1,558 1,474 1,112 1,360 273 971 515 690 449 *

糖尿病網膜症手術件数（レセプト件数） 10,802 2,354 775 718 1,372 1,208 895 1,094 220 833 376 602 355 *

※　ＮＤＢは総レセプト数が 10 未満は空白であるため各圏域の合計数とは一致しない場合がある。

【アウトカム指標】

整理
番号

指標名 調査名等
調査年 

( 調査周期 )
集計単位 東京都

二次保健医療圏

区中央部 区南部 区西南部 区西部 区西北部 区東北部 区東部 西多摩 南多摩
北多摩 
西部

北多摩 
南部

北多摩 
北部

島しょ

5

新規人工透析導入患者数（医療機関数）

ＮＤＢ
平成 27 年 
（毎年）

二次医療圏

372 43 31 36 34 47 48 34 10 34 16 23 16 *

新規人工透析導入患者数（算定回数） 23,193 2,944 2,049 1,416 2,670 3,250 2,552 2,440 672 1,834 819 1,620 908 19 

新規人工透析導入患者数（レセプト件数） 4,381 548 394 281 516 601 479 479 121 354 153 286 169 *

※　ＮＤＢは総レセプト数が 10 未満は空白であるため各圏域の合計数とは一致しない場合がある。


